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平成29年第３回福岡市議会（定例会）提出議案等 
 
 
１ 条例案（４件） 
 
⑴ 福岡市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例案（教育委員会学校指導
課） 

  教科用図書採択に係る事務の見直しに伴い，教科用図書採択諮問委員会の名称を
改める等の改正を行うもの 

  【変更前】 教科用図書採択諮問委員会 
  【変更後】 福岡市教科用図書調査研究委員会   
 〔施行日 公布の日〕 
 
⑵ 福岡市中小企業振興条例案（経済観光文化局経営支援課） 
  中小企業が本市経済において果たす役割の重要性に鑑み，中小企業の健全な発展，
本市経済の活性化及び市民生活の向上に寄与するため，中小企業の振興に関し，基
本理念を定め，市の責務，中小企業者が努めるべき事項等を明らかにするとともに，
施策の基本となる事項を定めるもの  
〔施行日 平成29年７月１日〕 

 
⑶ 福岡市公園条例の一部を改正する条例案（住宅都市局みどり運営課） 
  都市公園において，都市のにぎわいと活力の創出に寄与する催しの実施及び公園
の魅力を高める民間活力を導入した公園施設の設置を促進するため，公園使用料等
について新たな区分を設ける等の改正を行うもの 

 【主な改正内容】 

区   分 公園使用料 

物品販売，飲食の提供，宣伝等を主な内容とする催

し又は興行（規則で定める特定の公園のみ） 

200 円以内/㎡・日 

 

区   分 公園施設設置等使用料 

公募により，公園の魅力を特に高めると認められる

公園施設を設置し，又は管理をする者を決定した場

合 

普通財産の貸付料の算定方

法の例により算出した額以

上 

〔施行日 平成29年10月１日〕 
 

⑷ 福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案（住宅都市局住宅計画課） 
      公営住宅の借上げ期間の満了に伴い，以下の公営住宅を廃止するもの 

・市営博多駅南二丁目借上住宅 
・市営大博町借上住宅 
・市営博多駅南三丁目借上住宅 

〔施行日 規則で定める日〕 
 
２ 一般議案（10件） 
 
⑴ 町の区域並びに字の区域及び名称の変更について（市民局区政課） 
  住居表示を実施する東区香椎台地区について，町界町名の整理をするもの 
  大字香椎の一部を香椎台五丁目に変更 
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⑵ 住居表示の実施について（市民局区政課） 
東区香椎台地区について，住居表示を実施するもの 
実施時期 平成29年７月予定 

 
⑶  平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約の一部変更について（住宅都

市局住宅建設課） 
賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，契約価額を変更するもの 

    契 約 価 額  【変更前】 742,867,200円 
【変更後】 743,162,040円 

 
⑷ 平成27年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約の一部変更について（住宅都

市局住宅建設課） 
賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，契約価額を変更するもの 

    契 約 価 額  【変更前】 1,267,801,200円 
【変更後】 1,277,037,360円 

 
⑸ 大型化学高所放水車の取得について（消防局管理課） 

   取 得 台 数  １台 

   性 能 等  乗車定員３人，最高出力約 235 キロワット以上 ほか 

   買 入 価 額  122,256,000 円 

   取得の相手方  愛知ポンプ工業株式会社 

履 行 期 限   平成 30 年３月５日まで 
      保 証 期 間  受渡完了の日から１年間 
 
⑹ 損害賠償額の決定について（２件） 

 賠償の原因 事案の概要 損害賠償額 損害の内容 担当課 
 
１ 
 

市道の管理の
かし 

穴ぼこによる原
動機付自転車の
転倒 

      円 
897,599  

相手方の負
傷 

道路下水
道局路政
課 

２ 
市道の管理の
かし 

跳ね上げられた
グレーチング蓋
と相手方車両と
の接触 

1,397,648  
マイクロバ
スの破損 

道路下水
道局路政
課 

 
⑺ 訴えの提起について（港湾空港局理財課）  
  本市が買戻権を行使した土地の明渡し等を求めるため，訴えの提起をするもの 
  請求の要旨 相手方らは，本市に対し，土地を明け渡し，当該土地の所有権移転

登記手続を行うこと 
    土地の所在地 早良区百道浜二丁目 902 番 23 
  地 目 雑種地 
  面 積 3,968㎡ 
 
⑻ 訴えの提起について（教育委員会健康教育課） 

学校給食費滞納者に対し，滞納学校給食費等の支払を求めるため訴えの提起をす
るもの 
請求の要旨 相手方らは，本市に対し，滞納学校給食費金313,700円を支払うこと等 
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 ⑼ 和解について（教育委員会健康教育課） 
福岡簡易裁判所に係属中の学校給食費請求事件について，訴訟上の和解をするもの 
和 解 条 項 相手方は，本市に対し，滞納学校給食費等金298,085円を分割して

支払うこと等 
 


